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「ふくしまから はじめよう。キビタンファミリー」 
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⇒解除(H31年4月10日) 



 復興の取組状況 



 復興・創生期間後の継続的な対応 

  

【体制の確保】 
○ 復興・創生期間後において、国が責任を持って復興を進めるため、専任の大臣の設置と大臣がリーダーシッ 
 プを発揮することができる体制の確保。 
  復興事業に係る要望の受理、復興予算の一括要求・確保、各府省への配分など、これまで復興庁が担ってき  
 た総合調整機能等について、引き続き、後継組織においても確保。 
【財源の確保】 
○ 切れ目なく安心感を持って中長期的に復興を進めることができるよう、国・県・市町村の間で認識を共有し 
 ながら、現行制度と同様の枠組みにより安定的な財源をしっかり確保。 
【福島イノベーション・コースト構想の更なる推進】 
○ 産業再生のための規制緩和、資金調達の円滑化、国内外から優れた人材が集う教育研究拠点の更なる強化な  
 どによる構想の更なる推進。 

避難地域の復興・再生 

被災者の生活再建 

福島イノベーション･コースト 
構想の推進 

風評払拭・風化防止対策 

廃炉・汚染水対策 

 ○  震災から８年が経過し、県民の努力、国内外からの多くの支援により、復興は着実に進展。 
 ○  一方、今もなお約４万人の県民が避難生活を続けているなど、重い課題が残る複雑な状況。 
   複合災害との戦いは現在進行形であり、福島の復興は１０年間で終わらない。 
 ○  復興・創生期間後も危機意識と緊張感を持ち続けるとともに、様々な施策にチャレンジを続けることが重要。 
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